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(57)【要約】
【課題】日常においては体温データを長期間にわたり無
意識に取得することができ、生活の質を改善するための
体温変化による生活リズムを把握することを可能にし、
疾病による発熱時においては、急変による高熱を検知し
、適切な治療を施すための体温データを取得することが
可能な体温計を提供する。
【解決手段】発熱身体に装着した状態で、測定した体温
データを記憶蓄積する機能と、測定した体温データを逐
次送信する機能を簡便に切り替えることのできる体温計
を提供する。具体的には、測定した体温データを記憶蓄
積する動作モードと、測定した体温データを逐次送信す
る動作モードを供え、具備した入力手段と第１の表示手
段により、身体に装着したままで簡便に動作モードを切
り替えることが可能になる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
測定者が装着する体温測定装置と、該体温測定装置で測定された体温情報を蓄積する体温
記憶装置とを備える体温計であって、
前記体温測定装置は、身体表面または深部の体温を測定する体温測定手段と、
該体温測定手段に測定時刻に達したことを知らせる計時手段と、
前記計時手段から出力された時刻情報にしたがい体温測定手段に体温測定を指示する第１
の制御手段と、
前記体温測定手段で測定した体温情報を記憶する第1の記憶手段と、
該第1の記憶手段に記憶されている体温情報を前記体温記憶装置に送信する送信手段と、
測定者が操作する入力手段と、
動作状態を表示する第１の表示手段とを有し、
前記体温記憶装置は、前記体温測定装置から送信される体温情報を受信する受信手段と、
該受信手段にて受信した体温情報を記憶する第２の記憶手段と、
該第２の記憶手段に記憶された体温情報を読み出す第２の制御手段と、
該第２の制御手段が前記第２の記憶手段から読み出した体温情報を表示する第２の表示手
段とを有し、
前記体温測定装置は、前記体温測定手段が測定した体温情報を処理するために、複数の動
作モードを有する体温計。
【請求項２】
前記複数の動作モードは、
前記計時手段から指令があった場合に前記体温測定手段を用いて体温を測定し、得られた
体温情報と時刻情報とを対にして前記第1の記憶手段に記憶する、第1の動作モードと、
前記計時手段から指令があった場合に前記体温測定手段を用いて体温を測定し、得られた
体温情報と時刻情報とを対にして送信手段により送信する、第2の動作モードと、
前記第1の記憶手段に記憶された体温情報を前記送信手段により送信し、
前記第1の記憶手段に記憶された体温情報の消去を行う、第3の動作モードとを有すること
を特徴とする請求項１に記載の体温計。
【請求項３】
前記入力手段は、前記第1の動作モードまたは前記第2の動作モードから前記第3の動作モ
ードに移行する第1の操作方法と、
前記第3の動作モードから前記第1の動作モードに移行する第2の操作方法と、
前記第3の動作モードから前記第2の動作モードに移行する第3の操作方法と、
前記第3の動作モードにおいて、前記第1の記憶手段に記憶された体温情報を前記送信手段
により送信する第4の操作方法と、
前記第3の動作モードにおいて、前記第1の記憶手段に記憶された体温情報を消去する第5
の操作方法とを具備することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の体温計。
【請求項４】
前記複数の動作モードでは、前記測定者が前記入力手段を用い、前記第１の表示手段の表
示を見ながら設定することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の体
温計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定者の体温を測定する体温測定装置、特に連続的に測定する体温計に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、体温を測定することは、身体の新陳代謝の状態を知る上で重要であるといわ
れている。低体温は新陳代謝を不活発にし、免疫力を低下させるため、さまざまな病気の
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原因になる。冷え性の人は、新陳代謝が不活発であることは痩せにくいため、その状態で
食事制限等のダイエットを始めると充分な栄養が供給されなくなるため、さらに冷え性が
悪化してしまうと言われている。
【０００３】
　また女性においては、基礎体温を測定することは、妊娠可能期間や次回月経開始日等の
情報を得るだけではなく、低体温症や更年期障害の発見、治療に有効である。基礎体温の
測定に際しては、舌下で測定する体温測定が一般的であるが、正しい基礎体温を取得する
ためには、毎朝、同時刻に起床前の体温を測定しなければならない。予測式であれば、９
０秒程度で測定可能とされるが、０．４℃の差をもって低温期と高温期の判断を必要とす
る基礎体温計では、予測式の誤差が正しい体温変化周期を捕らえることが困難になり、実
測で5分程度の測定が必要になってしまっている。
【０００４】
　基礎体温を無意識、非侵襲に測定する方法として、就寝前に下着内部の収納部に体温測
定装置を挿入し、就寝中に体温測定データを蓄積し、起床後に情報表示装置に収納すると
体温情報が情報表示装置に伝送される構成がある(たとえば特許文献１参照)。
【０００５】
　一方、疾病の急変を検知する点から、逐次の体温監視も必要である。たとえばインフル
エンザの症状は風邪に似ているが、高熱が急に出ることが多く、乳児では発熱時の熱性痙
攣の合併症を起こしやすく、重篤に陥りやすい。また5歳以下の子供はインフルエンザの
高熱により脳症を患い、重篤になり死亡率が高いといわれている。インフルエンザの発熱
時の手当てとしては、熱が37.5度～38度の時は、30分～1時間毎の検温にて経過をみる。
熱が38.5度を超えたら、放熱療法であるクーリングを実施しなければならない。また熱中
症や熱性痙攣にも同様の体温監視による両方が有効である。一定時間ごとに体温を測定し
て外部に送信する方法として、テレメータ体温計が知られている（たとえば特許文献２参
照）。
【特許文献１】特開２００５－１６４４０５号公報（３頁）
【特許文献２】特許３６８７８４２号公報（４頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の技術では、測定した体温データを体温測定装置に具備されている第１の記憶手段
に記憶し、受信機能を具備した受信機に格納することにより、測定したデータをまとめて
送信していた。これによれば就寝中、または活動中における体温変化を記録することは可
能であるが、逐次の体温監視ができないので、発熱時における急変状態を検知することは
不可能であった。
【０００７】
一方、一定時間ごとに体温を測定して外部に送信するテレメータ体温計においては、逐次
の体温監視は可能であるが、測定した体温情報を受信するための受信機の受信有効範囲内
の行動に制約され、病院、リハビリセンタや老人ホームなどの医療福祉環境の整備された
場所に限定されるという課題がある。
【０００８】
さらに、体温測定装置自身は深部体温の測定が可能か否かにかかわらず、正しい体温デー
タを測定できるように、測定者の体表に密着、あるいは接していなければならず、身体に
直接貼り付けるか、下着内部の収納部に挿入する、などの装着が必要である。測定した体
温データを格納できる体温測定装置と一定時間ごとに体温を測定して外部に送信するテレ
メータ体温計を生活パターンにあわせて使い分けるということも可能であるが、通常、体
温測定装置を健康管理のために装着している測定者が、発熱を感知してから体温計を交換
する、ということは、発熱で体調が良くない状態で体温測定装置を注意を払いながら交換
し、また、外出中には即、交換できないという課題があった。
【０００９】
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　そこで本発明は、測定した体温データを記憶する機能をもち、さらに装着した状態で逐
次体温データを外部に送信する機能をもち、さらに身体から体温測定装置を取ることなく
機能を切り替えられることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明の体温計は、測定者が装着する体温測定装置と、体温測定装置で測定された体温情
報を蓄積する体温記憶装置とを備える体温計であって、
体温測定装置は、身体表面または深部の体温を測定する体温測定手段と、
体温測定手段に測定時刻に達したことを知らせる計時手段と、
計時手段から出力された時刻情報に従い体温測定手段に体温測定を指示する第１の制御手
段と、
体温測定手段で測定した体温情報を記憶する第1の記憶手段と、
第1の記憶手段に記憶されている体温情報を体温記憶装置に送信する送信手段と、
測定者が操作する入力手段と、
動作状態を表示する第１の表示手段と、
を有し、
体温記憶装置は、体温測定装置から送信される体温情報を受信する受信手段と、
受信手段にて受信した体温情報を記憶する第２の記憶手段と、
第２の記憶手段に記憶された体温情報を読み出す第２の制御手段と、
第２の制御手段が第２の記憶手段から読み出した体温情報を表示する第２の表示手段と、
を有し、
体温測定装置は、体温測定手段が測定した体温情報を処理するために、複数の動作モード
を有することを特徴とするものである。
【００１１】
また、複数の動作モードは、
計時手段から指令があった場合に前記体温測定手段を用いて体温を測定し、得られた体温
情報と時刻情報とを対にして第1の記憶手段に記憶する、第1の動作モードと、
計時手段から指令があった場合に体温測定手段を用いて体温を測定し、得られた体温情報
と時刻情報とを対にして送信手段により送信する、第2の動作モードと、
第1の記憶手段に記憶された体温情報を前記送信手段により送信し、
第1の記憶手段に記憶された体温情報の消去を行う、第3の動作モードと、から構成される
ことが好ましい。
【００１２】
さらに、入力手段は、第1の動作モード、または第2の動作モードから第3の動作モードに
移行する第1の操作方法と、
第3の動作モードから第1の動作モードに移行する第2の操作方法と、
第3の動作モードから第2の動作モードに移行する第3の操作方法と、
第3の動作モードにおいて、第1の記憶手段に記憶された体温情報を送信手段により送信す
る第4の操作方法と、
第3の動作モードにおいて、第1の記憶手段に記憶された体温情報を消去する第5の操作方
法と、
を具備することがなおよい。
【００１３】
また、複数の動作モードでは、測定者が前記入力手段を用い、第１の表示手段の表示を見
ながら設定することが望ましい。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、体温測定装置を身体に装着したままで、測定した体温データを体温測定
装置に記憶する動作と、外部に送信する動作を簡便に切り替えることが可能になる。
【００１５】
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通常の健康状態がよい場合には、体温データを体温測定装置内に記憶する動作モードにし
ておき、たとえば女性が睡眠時に装着していれば、毎朝、定時に舌下体温計を使用するこ
となく、長期にわたる基礎体温を測定することが可能になる。睡眠時に本発明の体温計を
装着することが習慣化されていれば、発熱を感じるようなとき、外部に送信する動作モー
ドに切り替えてから就寝すれば、就寝中に高熱になった場合でも、急変した警告を検出す
ることができ、インフルエンザなど早期治療を必要とする疾病への対処が可能となる。
【００１６】
また、睡眠中だけでなく日中の活動中に体温計を装着しておくことにより、生活の質の改
善につながり、生活リズムとしての体温データを取得することが可能である。この場合で
も、発熱を感じた時に病院に出向き、体温を測定するように指示があった時に、装着して
いる体温計を外部に送信する動作モードを切り替えるだけで、病院に設置してある受信機
でリアルタイムに体温データを取得することが可能である。
【００１７】
さらに、発熱に至るまでの体温変化状態を体温計内に記憶しているので、記憶している過
去の体温データを通信で取り出すことにより、疾病の進み具合を取得することができ、適
切な治療を行うための情報とすることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の体温計について図を用いて詳細に説明する。
【００１９】
図１０（ａ）は、本実施形態に用いられる体温計の構成例である。図１０（ａ）は体温記
憶装置９００で、時刻設定などの操作ボタン１００１、時刻、あるいは測定した温度を表
示する表示パネル９０７、体温測定装置２００から送信される受信部（内蔵しており図示
せず）から構成される。
【００２０】
図１０（ｂ）は、本実施形態に用いられる体温測定装置の構成例である。測定者に装着す
る体温測定装置２００は、体温を測定する体温センサ２０５、測定した体温情報を送信す
る送信機２０９、制御部２０３、入力手段１００２、及び第１の表示手段１００３から構
成される。測定者の皮膚に貼り付けられるように、体温センサ２０５の側には粘着性のシ
リコンが塗布されている。
【００２１】
入力手段１００２はたとえばプッシュスイッチ１つから構成される。プッシュスイッチは
押入部が反発するばねで保持され、使用者が力を印加し一定の変位以上に押し込まれると
、回路接点が導通するものである。力の印加をやめることにより、ばねの力により通常の
位置に戻り、回路が切断される。
【００２２】
第１の表示手段１００３は、たとえば単色のＬＥＤから構成される。
【００２３】
本発明での実施形態で使用される体温測定装置２００について、図２を用いて説明する。
第１の制御手段２０３には、体温測定装置全体を制御するプログラムが含まれている。計
時手段２０１は、時刻をカウントしており、あらかじめ設定された間隔、または所定の時
刻になると、時刻情報２０２を第１の制御手段２０３に出力する。第１の制御手段２０３
は計時手段２０１より時刻情報２０２を受け取ると、体温測定手段２０５に時刻情報を含
む第1の測定指令信号２０４を出力する。体温測定手段２０５は第１の制御手段２０３よ
り第1の測定指令信号２０４が送られてくると、測定者に密着したセンサにより体温を測
定し、第１の制御手段２０３より送られた時刻情報と体温情報を対にして、体温情報２０
６として第1の記憶手段２０７に出力する。第1の記憶手段２０７は、体温測定手段２０５
から送られた測定時刻を含む体温情報２０６を記憶する。
【００２４】
第１の制御手段２０３は、送信指令信号２０８を送信手段２０９に出力する。送信手段２
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０９は送信指令信号２０８を受け取ると、第1の記憶手段２０７から未送信である体温情
報２１０を時間的に古く記憶された順番で読み出し、体温情報２１０を送信する。図３は
、第1の記憶手段２０７に記憶されている体温情報の一つの例である。体温情報は、第１
の制御手段２０３より送られた時刻情報と体温測定手段２０５により測定した体温データ
が対になって記憶されており、さらに体温情報ごとに送信手段２０９により送信されたか
どうかを表す送信完了フラグが付加されている。送信手段２０９は第1の記憶手段２０７
から体温情報を読み出し送信する際、送信が正常に完了すると第1の記憶手段２０７に記
憶されている体温情報に付加されている送信完了フラグをオンに設定する。
【００２５】
次に、体温記憶装置９００について図９を用いて説明する。受信手段９０１は体温測定装
置２００か送信した体温情報を受信すると、受信体温情報９０２を第２の記憶手段９０３
に格納する。第２の制御手段９０５は、第２の記憶手段９０３より体温情報９０４を読み
出し、表示体温情報９０６を第２の表示手段９０７に出力し、体温が第２の表示手段９０
７に表示される。
【００２６】
図１を用い、体温測定装置の動作モードについて説明する。体温測定装置２００の第１の
制御手段２０３は、体温測定装置２００の動作を図１のように第１の動作モード１０１、
第２の動作モード１０２、および第３の動作モード１０３の間を遷移するように制御を行
う。第３の動作モード１０３は、第1の動作モード１０１と第2の動作モード１０２間の状
態遷移における過渡的なモードであり、次に遷移する動作モードを指令するとともに、体
温測定装置２００の第１の記憶手段２０７に記憶されている体温情報を操作する。体温測
定装置２００が第１の動作モード１０１で動作しているとき、使用者が第１の操作方法１
０４で操作を行うと、体温測定装置２００は第３の動作モード１０３に移行する。この第
３の動作モード１０３は過渡的な状態であり、第２の操作方法１０５により第１の動作モ
ード１０１に遷移する。第３の動作モード１０３にある間に、使用者が第３の操作方法１
０５で操作すると、体温測定装置２００は第２の動作モード１０２に移行する。体温測定
装置２００は第２の動作モード１０２にある間に、使用者が第１の操作方法１０４で操作
すると、再び、第３の動作モード１０３に移行する。
【００２７】
体温測定装置２００が第３のモード１０３にある間に、使用者が第４の操作方法１０７で
操作すると、第１の制御手段２０３は、送信指令信号２０８を送信手段２０９に出力し、
送信手段２０９は送信指令信号２０８を受け取ると、第1の記憶手段２０７から未送信で
ある体温情報２１０を時間的に古く記憶された順番で読み出し、体温情報２１０を送信す
る。同様に体温測定装置２００が第３のモード１０３にある間に、使用者が第５の操作方
法１０８で操作すると、第１の記憶手段２０７に記憶されている体温情報がすべて消去さ
れる。
【００２８】
体温測定装置２００の第１のモードでの動作１０１について、図４を用いて説明する。第
１の制御手段２０３は、計時手段２０１から時刻情報２０２が送られると（ステップ４０
１）、体温測定手段２０５に時刻情報を含む第1の測定指令信号２０４を出力する（ステ
ップ４０２）。体温測定手段２０５は第1の測定指令信号２０４を受け取ると、体温をセ
ンサにて測定する（ステップ４０３）。体温測定手段２０５は、時刻情報２０２と体温測
定データが対になった体温情報２０５を第1の記憶手段２０７に出力し、第1の記憶手段２
０７はこれを記憶する（ステップ４０４）。
【００２９】
次に体温測定装置２００の第２のモードでの動作１０２について、図５を用いて説明する
。第１の制御手段２０３は、計時手段２０１から時刻情報２０２が送られると（ステップ
５０１）、体温測定手段２０５に時刻情報を含む第２の測定指令信号２０４を出力する（
ステップ５０２）。体温測定手段２０５は第２の測定指令信号２０４を受け取ると、体温
をセンサにて測定する（ステップ５０３）。体温測定手段２０５は、時刻情報２０２と体
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温測定データが対になった体温情報２０５を第1の記憶手段２０７送信手段に出力し、第1
の記憶手段２０７はこれを記憶する（ステップ５０４）。第１の制御手段２０３は、体温
測定が完了すると、送信手段２０９に送信指令信号２０８を出力し(ステップ５０５)、送
信手段２０９は第1の記憶手段２０７より送信する体温情報２１０を読み出し（ステップ
５０６）、これを送信する（ステップ５０７）。送信が正常に完了したら（ステップ５０
８）、記憶手段の中の送信した体温情報の送信完了フラグをオンに設定する（ステップ５
０９）。
【００３０】
上記の手順では、無線通信を行うため通信障害などのために、1度で送信が完了しないこ
とを前提に、いったん体温情報２０５を第１の記憶手段２０７に記憶させておき、送信の
完了を確認してから第１の記憶手段２０７に記憶されている体温情報に送信完了フラグを
設定している。送信が１度で完了されることが保証されるならば、体温情報２０５を第１
の記憶手段２０７に記憶せずにおいてもよい。
【００３１】
動作モードの遷移について、入力手段と第１の表示手段の一例をあげ、図６、図７及び図
８を用いて説明する。
（第１の操作方法）
体温測定装置が第１、または第２の動作モードにあるときに、プッシュスイッチが押され
ると（ステップ６０１）、第3の動作モードに遷移するとともに第１のタイマのカウント
を始める（ステップ６０２）。さらに第3の動作モードに遷移すると、第１の表示手段１
０１５が点灯し、第3の動作モードに遷移したことを表す。
（第２の操作方法）
プッシュスイッチが操作されるか（ステップ６０３）、または第１のタイマが一定の値に
達するまで（ステップ６０４）が監視され、プッシュスイッチが操作されないまま、第1
のタイマが一定の値に達すると第1のモードに遷移する（ステップ６０５）。第１の表示
手段１０１５は消灯し、第1の動作モードに遷移したことを表す。
【００３２】
（第４の操作方法）
第1のタイマが一定の値に達する前にステップでプッシュスイッチが押されると、第2のタ
イマがカウントを始める(ステップ６０６)。ステップで押されたプッシュスイッチが離さ
れるか（ステップ６０７）、または第2のタイマが一定の値に達するまで（ステップ６０
８）が監視される。プッシュスイッチが押されたまま第２のタイマが一定に達すると、プ
ッシュスイッチが長押しされたものと判定され（ステップ６０９）、記憶手段に記憶され
ている体温情報をすべて消去し（ステップ６１０）、第1のモードに遷移する（ステップ
６１１）。第１の表示手段１０１５は、消去中は一定間隔で点滅し、体温情報の消去が完
了した時点で消灯し、第1の動作モードに遷移したことを表す。
【００３３】
（第５の操作方法）
第2のタイマが一定の値に達する前にステップでプッシュスイッチが離されると、第３の
タイマがカウントを始める（ステップ６１２）。プッシュスイッチが押されるか（ステッ
プ６１３）、または第３のタイマが一定の値に達するまで（ステップ６１４）監視され、
プッシュスイッチが操作されないまま、第３のタイマが一定の値に達すると、送信手段が
記憶手段に記憶されている全体温情報を送信し（ステップ６１５）、第１のモードに遷移
する（ステップ６１６）。第１の表示手段１０１５は、体温情報を送信している間は一定
間隔で点滅し送信中であることを表し、全体温情報の送信が終了すると消灯し、第1の動
作モードに遷移したことを表す。
（第３の操作方法）
第３のタイマが一定の値に達する前にステップでプッシュスイッチが押されると、第２の
モードに遷移する（ステップ６１７）。第１の表示手段１０１５は、たとえば数秒点滅す
ることにより、第２のモードに遷移したことを表す。
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【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の体温計の実施形態を示す体温測定装置の動作モードである。
【図２】本発明の体温計の実施形態を示す体温測定装置のブロック図である。
【図３】本発明の体温計の実施形態における体温測定装置の第1の記憶手段に記憶される
体温情報の例である。
【図４】本発明の体温計の実施形態における体温測定装置の第１の制御手段に記憶されて
いるプログラムのフローチャートである。
【図５】本発明の体温計の実施形態における体温測定装置の第１の制御手段に記憶されて
いるプログラムのフローチャートである。
【図６】本発明の体温計の実施形態における体温測定装置の第１の制御手段に記憶されて
いるプログラムのフローチャートである。
【図７】本発明の体温計の実施形態における体温測定装置の第１の制御手段に記憶されて
いるプログラムのフローチャートである。
【図８】本発明の体温計の実施形態における体温測定装置の第１の制御手段に記憶されて
いるプログラムのフローチャートである。
【図９】本発明の体温計の実施形態における体温記憶装置のブロック図である。
【図１０】本発明の体温計の実施形態を示す概要図である。
【符号の説明】
【００３５】
１０１　第１の動作モード
１０２　第２の動作モード
１０３　第３の動作モード
１０４　第１の操作方法
１０５　第２の操作方法
１０６　第３の操作方法
１０７　第４の操作方法
１０８　第５の操作方法
１０９　データ送信
１１０　格納データ消去
２００　体温測定装置
２０１　計時手段
２０２　時刻情報
２０３　第１の制御手段
２０４　測定指令信号
２０５　体温測定手段
２０６　体温情報
２０７　第１の記憶手段
２０８　送信指令信号
２０９　送信手段
２１０　体温情報
９００　体温記憶装置
９０１　受信手段
９０２　受信体温情報
９０３　第２の記憶手段
９０４　体温情報
９０５　第２の制御手段
９０６　表示体温情報
９０８　第２の表示手段
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